
機関誌規程 

 

［ 

制定 平成 23年４月１日 

］ 最終改定 令和６年３月 28日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人におい・かおり環境協会（以下「本協会」という。）定款第４

条第６号に定める機関誌の発行及び編集について、その体制等必要な事項を定めるものとする。 

 

（機関誌） 

第２条 機関誌は、「におい・かおり環境学会誌」と称する。 

２ 機関誌は年ごとに区切り、１月を初号として刊行する。 

３ 機関誌は、会員入会・会員会費規程で定めた会員特典として、オンラインで無料配布する。 

４ 本協会は、におい・かおりに関する知識普及のため、事務局長が必要と判断した機関誌の記事

を無料提供することができる。 

５ 機関誌は PDFなどの電子媒体でのデータ保存を行う。ただし、電子媒体がなく、紙媒体で保存

されている機関誌の保管場所は、総務課が指定するラック内とし、総務課の許可なしに持ち出す

ことを禁止する。 

 

（編集委員会） 

第３条 機関誌を企画、編集するため、定款第 53条の規定に基づき、編集委員会を置く。 

２  編集委員会は、関係する様々な分野から 20名以内の委員をもって構成する。 

３  編集委員は正会員又は学識経験者の中から会長が委嘱する。 

４  編集委員会には編集委員長、副委員長をおくこととし、会長が指名する。 

５  副委員長は、必要に応じ編集委員長を代行するものとする。 

 

（委員会の役割） 

第４条 編集委員会は、機関誌の構成及び内容について企画及び編集を行う。 

２ 編集委員会は、企画した記事について執筆者を選定する。会長が執筆を依頼する。 

３ 編集委員会は、報文及びノートについて、査読をつかさどる。 

４ 機関誌に関わる執筆要綱は編集委員会が別に定める。 

 

（査読） 

第５条 編集委員会内に、査読小委員会を設置する。 

２ 査読小委員会は小委員会委員長、編集委員会委員長、同副委員長並びに５名以内の委員で構成

する。 

３ 査読小委員会委員長および委員は、編集委員会委員長が編集委員の中から選出する。 



４ 査読小委員会は、投稿された内容に基づいて、担当委員を決め、担当委員が査読者２名を選出

し、会長が査読を委嘱する。 

５ 査読者２名の査読結果が同一であれば、そのまま、採用または不採用を小委員会で決定する。 

６ 査読結果が分かれた場合には、担当委員２名と査読小委員会委員長が協議し、３人目の査読者

を選出し、会長が査読を委嘱する。３名の査読結果に基づき、採用、不採用を小委員会で決定す

る。 

７ 原稿受理から掲載までの期間をできるだけ短縮するような工夫を施す。 

 

（任 期） 

第６条 編集委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２  編集委員長、副委員長の任期は、４期８年を限度とする。 

 

(その他) 

第７条 この規程に定めるものの他、必要と認められるものは別に定める。 

 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則（平成 23 年１月 12日 臨時理事会承認） 

この規程は、公益法人の設立の登記の日（平成 23年４月１日）から施行する。 

 

附則（令和３年３月 16日 第３回理事会承認） 

この規程は、令和３年４月１日より施行する。 

 

附則（令和６年３月 28日 第３回通常理事会承認） 

この規程は、令和６年３月 28日より施行する。 

 


